


被災地の患者が医師への受診が困難な場合及び医師等からの処方箋の交付が困難

な場合において、向精神薬小売業者等は、当該患者の症状等について医師等へ連絡し、

当該患者に対する向精神薬の施用の指示が確認できる場合のほか、医師等からの事前

の包括的な施用の指示（例えば、被災者の患者の持参する薬袋等から常用する向精神

薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に、当該向精神薬を必要な限度で提供す

ることについて事前に医師等に了承を得ている場合等）が確認できる場合において、

必要な向精神薬を施用のため交付することができます。 

 

４．交付した医療用麻薬等の記録について 

 １から３までの場合において、譲り渡した医療用麻薬等の品名、数量及び譲渡先（譲

り受けた患者の氏名や、その者が特定可能な個人情報等）について記録し、連絡を取

った医師等に報告してください。 

以上 


